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北本市都市公園条例の一部改正について 

 

 北本市都市公園条例の一部を次のように改正する。 
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   北本市都市公園条例の一部を改正する条例 

 

 北本市都市公園条例（昭和４９年条例第２０号）の一部を次のように

改正する。 

 題名の次に次の目次及び章名を付する。 

目次 

 第１章 総則（第１条） 

 第２章 都市公園の配置及び規模に関する基準等（第２条―第５条） 

 第３章 都市公園の管理（第６条―第４７条） 

 第４章 罰則（第４８条―第５０条） 

 第５章 雑則（第５１条） 

 附則 

   第１章 総則 

 第１条中「北本市」を「市」に、「及び管理」を「、管理等」に改め

る。 

 第４２条を第５１条とし、同条の前に次の章名を付する。 

   第５章 雑則 

 第４１条を第５０条とし、第４０条を第４９条とする。 



 第３９条の前の見出しを削り、同条第１号中「第３条第１項」を「第

７条第１項」に、「前条」を「第２６条」に、「同条各号」を「第７条

第１項各号」に改め、同条第２号中「第５条」を「第９条」に、「前

条」を「第２６条」に、「同条各号」を「第９条各号」に改め、同条第

３号中「第６条」を「第１０条」に改め、同条第４号中「第１１条第１

項」を「第１４条第１項」に、「前条」を「第２６条」に改め、同条を

第４８条とし、同条の前に見出しとして「（罰則）」を付し、同条の前

に次の章名を付する。 

   第４章 罰則 

 第３８条を第４７条とする。 

 第３７条第１項中「第２５条第１項」を「第３４条第１項」に改め、

同条第２項中「第２９条第１項」を「第３８条第１項」に改め、同条を

第４６条とする。 

 第３６条を第４５条とする。 

 第３５条中「第３３条」を「第４２条」に改め、同条を第４４条とす

る。 

 第３４条を第４３条とし、第２７条から第３３条までを９条ずつ繰り

下げる。 

 第２６条中「第１９条各号」を「第２８条各号」に改め、同条を第３

５条とする。 

 第２５条を第３４条とし、第２４条を第３３条とする。 

 第２３条ただし書中「第２５条第１項」を「第３４条第１項」に改め、

同条を第３２条とする。 

 第２２条第４号中「第１９条各号」を「第２８条各号」に改め、同条

を第３１条とする。 

 第２１条中「第１８条」を「第２７条」に改め、同条を第３０条とす

る。 

 第２０条を第２９条とする。 

 第１９条第１号中「第２８条第１項」を「第３７条第１項」に改め、

同条を第２８条とする。 

 第１８条を第２７条とする。 



 第１７条中「第３条から第１６条まで及び第３９条」を「第７条から

第２４条まで及び第４８条」に改め、同条を第２６条とする。 

 第１６条の２を第２５条とし、第１６条を第２４条とし、第１５条を

第２３条とする。 

 第１４条第１項中「第３条第１項」を「第７条第１項」に改め、同条

を第２２条とする。 

 第１３条を第２１条とする。 

 第１２条中「第３条第１項」を「第７条第１項」に改め、同条を第２

０条とする。 

 第１１条の６を第１９条とし、第１１条の５を第１８条とし、第１１

条の４を第１７条とする。 

第１１条の３第１項第２号中「第１１条の６」を「第１９条」に改め、

同条を第１６条とする。 

第１１条の２を第１５条とし、第８条から第１１条までを３条ずつ繰

り下げ、第７条を削り、第６条を第１０条とする。 

 第５条ただし書中「第３条第１項」を「第７条第１項」に改め、同条

第５号中「はり紙」を「貼り紙」に、「はり札」を「貼り札」に改め、

同条第１１号中「もの」を「こと」に改め、同条を第９条とする。 

 第４条を第８条とし、第３条を第７条とし、第２条を第６条とし、第

１条の次に次の１章及び章名を加える。 

   第２章 都市公園の配置及び規模に関する基準等 

 （住民１人当たりの都市公園の敷地面積） 

第２条 住民１人当たりの都市公園の敷地面積は、１０平方メートル以

上とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、市街地の住民１人当たりの当該市街地の

都市公園の敷地面積は、５平方メートル以上とする。 

（都市公園の配置及び規模の基準） 

第３条 都市公園の配置及び規模は、次の各号に掲げる都市公園の区分

に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 

⑴ 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都

市公園 街区内に居住する者が容易に利用することができるように



配置し、その敷地面積は、０．２５ヘクタールを標準とする。 

⑵ 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市

公園 近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置

し、その敷地面積は、２ヘクタールを標準とする。 

⑶ 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とす

る都市公園 徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができ

るように配置し、その敷地面積は、４ヘクタールを標準とする。 

⑷ 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運

動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として

運動の用に供することを目的とする都市公園 容易に利用すること

ができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園と

しての機能を十分発揮することができる敷地面積とする。 

⑸ 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯とし

ての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする

都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保

護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又

は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前各号に掲げる都

市公園以外の都市公園 それぞれその設置目的に応じて都市公園と

しての機能を十分発揮することができる配置及び敷地面積とする。 

２ 前項第１号から第４号までに掲げる都市公園を設置する場合におい

ては、それぞれその特質に応じて市における都市公園の分布の均衡を

図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するものとす

る。 

（公園施設として設けられる建築物の建築面積に関する基準） 

第４条 法第４条第１項の条例で定める割合は、１００分の２とする。 

２ 都市公園法施行令（昭和３１年政令第２９０号。以下「令」とい

う。）第６条第１項第１号に掲げる場合に関する法第４条第１項ただ

し書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市

公園の敷地面積の１００分の１０を限度として前項の規定により認め

られる建築面積を超えることができることとする。 

３ 令第６条第１項第２号に掲げる場合に関する法第４条第１項ただし



書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公

園の敷地面積の１００分の２０を限度として第１項の規定により認め

られる建築面積を超えることができることとする。 

４ 令第６条第１項第３号に掲げる場合に関する法第４条第１項ただし

書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公

園の敷地面積の１００分の１０を限度として前３項の規定により認め

られる建築面積を超えることができることとする。 

５ 令第６条第１項第４号に掲げる場合に関する法第４条第１項ただし

書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公

園の敷地面積の１００分の２を限度として前各項の規定により認めら

れる建築面積を超えることができることとする。 

（都市公園移動等円滑化基準） 

第５条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成

１８年法律第９１号）第１３条第１項に規定する都市公園移動等円滑

化基準は、規則で定める。 

   第３章 都市公園の管理 

 別表第１中「第１４条関係」を「第２２条関係」に、「第３条第１項

各号」を「第７条第１項各号」に改める。 

 別表第２中「第２７条関係」を「第３６条関係」に改める。 

 別表第３中「第３３条関係」を「第４２条関係」に改める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 

 （北本市公民館設置及び管理条例の一部改正） 

２ 北本市公民館設置及び管理条例（昭和５８年条例第１７号）の一部

を次のように改正する。 

  第３条の２中「第２条の２」を「第６条」に改める。 


